
健康保険は民間の医療保険と
は違い、国の社会保険制度のひと
つで、会社（事業主）と社員（被保
険者）が保険料を出し合って運営
しています。みなさんは、入社した
日から被保険者となります。

健康保険とは? 健康保険組合の仕事って何?
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記号 番号 （枝番）

平成平成
6666

1411441

JFE健保の概要
令和7年度版

… 病気やけがをしたときの治療費や、出産時
や休職時などに給付金をお支払いする仕事

❶保険給付

… みなさんの健康づくりをサポートする仕事
（健診事業など）

❷保健事業

健康保険組合には、大きく分けて2つの仕事があります。 
具体的には、裏面をご覧ください。

令和6年12月2日以降は、健康保険証の交付が終了となり、
マイナ保険証による資格確認を基本とする仕組みに移行しました

「資格情報のお知らせ」で
ご自身の資格情報をご確認ください
※このお知らせのみでは、受診できません。

こんなときは届出を

マイナ保険証※に
よる資格確認へ
※ 健康保険証としての
利用登録を行ったマイ
ナンバーカード

2024年12月2日以降、あらたに 被保険者となった皆さまへは保険
証が交付されません。（事業所の
異動や氏名変更で資格情報が変
更となった方も同様です）

●被扶養者に異動があったとき　●結婚などで姓が変わったとき
●第三者行為（交通事故など）にあって、健康保険で診療を受けるとき　など

従来 被保険者証による
資格確認

●病院のカードリーダーに
ピッとするだけで受付完了

●医療費が高額になったとき
の手続きが簡単

●お薬の処方せんが電子化
される

ICT化でより便利に！
マイナ保険証のメリット

JFE健保にて資格情報を登録後、あらたに被保険者（被扶養
者）となった皆さまへ「資格情報のお知らせ」を交付します。
受領後は、記載されて
いる内容に誤りがないか、
確認をお願いします。

スマホで「マイナポータル」に 
ログインしても資格情報は確
認することができます!

マイナンバーカードの保険証利用
申し込みの詳細は右の二次元バー
コードからご確認ください。 [ ]

厚生労働省作成動画▶
マイナポータルで「医療費情報」や「わたしの健康情報」
が確認できます。確定申告にもご活用いただけます。

記号番号は
ここで確認!

市町村の
窓口

スマホで
簡単！

マイナ
ポータル

医療機関の
カードリーダー

受診時に簡単に
できます！

セブン銀行
ATM

カードをかざし、
4ケタの暗証番号を 
入力するだけ！

まずは、マイナ保険証の利用手続きを



病院に行って  
診療を受けた
医療費の3割で治療が受け
られます（7割は健保負担）。

病気やけがで会社を休んだ
4日間連続して会社を休み、給料がもらえない
ときは4日目から「傷病手当金」が受けられます。

手続

傷病手当金

＊ 協会けんぽや国保などでは8～9万
円を超えないと払い戻しなし。しかも
自分で申請が必要。

払い戻し●有

手続

手続不要

スゴイ！

振り込ま
れてる！

医療費が高額になった
JFE健保には独自の付加給付があ
り、医療費の自己負担額が一定の
額を超えた場合は、 25,000円
を超えた分が自動的に払い
戻されます （1ヶ月・1病院単位）。

 JFE健保は払い 
戻し金額が多い !
 給料に合算振込 
されるので便利 !

 JFE健保は傷病手当金の額が多い !
＊ 通常は休業1日につき平均報酬日額の2/3相当額
ですが、JFE健保では7割。

 JFE健保は支給期間が長い !
＊通常は通算で1年6ヶ月。JFE健保は通算期間終了後
でも開始から3年以内であれば支給。

 出産の費用 
として50万円 
もらえる!

子どもが生まれた
子どもが生まれたときは、「出産育児一時
金」、女性被保険者が出産のために仕事を休
んだときは「出産手当金」が支給されます。

手続

出産手当金

手続

出産育児
一時金

＊ 直接支払制度を利用した場合は
本人への支給はありません。

検診料無料●

全国の提携歯科医院で歯科検診が
受けられます。

●契約保養所
ラフォーレ倶楽部（宿泊･ゴルフ等）

●常備薬斡旋
家庭用の常備薬が安価で購入でき
ます。（JFE健保ホームページにあ
る常備薬あっせん販売のページか
らお申込み）

＊上記の他にも、色々な給付・健康づくりサポートメニューをご用意しております。詳細はJFE健保ホームページをご覧ください。

●スポーツクラブ
全国のコナミスポーツ、ルネサンス
等が法人会員として利用できます。

●直営保養所

お申込みは
WEBで！

＊軽井沢清風荘（長野県/軽井沢）
＊早雲荘（神奈川県/箱根）
＊伊豆高原荘（静岡県/伊豆高原）
＊こだま荘（兵庫県/六甲山）
＊ひるぜん荘（岡山県/ひるぜん高原）
※伊豆高原荘･ひるぜん荘の利用はR7.９月末迄

全国５箇所に
直営の宿泊施設があります。

相談料無料●無料電話健康相談
健康、育児、介護等、様々なご相談に専門
スタッフがお答えします。プライバシー
は厳守され、利用したことが会社や健保
に知られることはありません。

●ヘルスポイント制度
インフルエンザ予防接種への補助等、
様々な取り組みによりポイント取得。
（健康づくり支援のICTツール「Pep Up」を活用）

貯まったポイントは 
さまざまな商品と交換できます。

ここが

ポイント

ここが

ポイント

ここが

ポイント

1泊2食
約8,500円
（1名につき）

とっても頼れる! JFE健康保険組合

法人会員

＊健康保険証･給付等について
▶ 保険業務室
TEL 03-3597-3333

＊健診･健康づくり等について
▶健康開発室
TEL 03-3597-3289

＊保養所等について
▶総務グループ
TEL 03-3597-3127

お問い合わせ先

健康保険組合

ホームページには詳しい情報を掲載して
おります。パソコンやスマートフォン等で
ご覧ください。
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/

ＪＦＥけんぽ 検 索

健保のホームページをご覧ください保険料の決め方
保険料は、一定の幅で区分けした
「標準報酬月額」（賞与のある月は
標準賞与額からも）に保険料率を
かけた額となります。保険料は年に
1回、標準報酬月額に応じて見直さ
れます（定時改定）。

※40歳からは介護保険料（1.7％）も徴収されます
（被保険者・事業主折半）。

JFE健保の健康保険料率

みなさんの
健康保険料

8.9%
（被保険者3.69％／事業主5.21％）

標準報酬月額×3.69％
+

（標準賞与額×3.69％）

保険給付

保健事業


